
１ 口座振替原則化について（運営方針（第３期）より）
〇保険税収納対策においては、次の点から、現年度分に重点を置いて取り組み、併せて滞納繰越分に対する滞納処分の強化を図る必要があります。

・現年度分の収納率が向上すると新規滞納の発生が抑制され、滞納繰越額を圧縮することとなり、滞納繰越分の収納率向上にもつながります。

・滞納繰越分の比率が低下することで、現年度分に対して早い時期から収納対策に取り組むことが可能となります。

○各市町村の地理的条件等により徴収の困難さは異なりますが、保険税水準の統一を実現するため、各市町村の課題に応じた収納対策に取り組み、収納率の

底上げを図る必要があります。

→これらの課題に対応するための目標として、運営方針（第３期）にて、「令和８年度までに全ての市町村で口座振替
を原則化します」と規定した。口座振替原則化の方向性については、現状や課題を把握してから決めることとし、
以下のとおり市町村照会やグループ別検討（保険税）において検討を行った。

口 座 振替 原 則化 に 向け た 今後 の 取組 に つい て

検討状況
【Ｒ５第１回事務処理標準化ＷＧグループ別検討（R5.9.7）】

・ 口座振替原則化について、令和8年度に全市町村において原則化を実現するため、原則化に向けた現状や課題を

把握するための調査を全市町村宛に行う等手法の確認を実施。
【Ｒ５市町村照会(R5.10.5）】

・ 口座振替原則化に向けた照会を全市町村に向け発出。（資料７－２参照）

【Ｒ５第２回事務処理標準化ＷＧグループ別検討（R6.3.7）】

・ 市町村照会を踏まえ、口座振替原則化への方向性を報告。→メンバーからの意見は特になし。

【Ｒ５第２回事務処理標準化ＷＧ（R6.3.15）】

・ グループ別検討で示した方向性について報告。→メンバーからの意見は特になし。

【Ｒ５市町村照会のとりまとめ結果の送付(R6.3.27）】

・ とりまとめ結果一覧を送付するとともに、全市町村における口座振替原則化に係る運用上の取扱い等については、

令和６年度中に改めて県から示す旨を通知。（資料７－３、７－４、７－５参照）
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２ 口座振替原則化への方向性について

事務処理標準化ＷＧグループ別検討及び事務処理標準化ＷＧで説明した口座振替原則化への方向性
については以下のとおり。

口 座 振替 原 則化 に 向け た 今後 の 取組 に つい て

方向性

〇 口座振替原則化する旨については、条例、規則、施行細則もしくは要綱（ホームページにて公開）のいずれかにより規定
することとする。

〇 原則化にあたっては、
・国保加入手続き時における窓口での勧奨
・納税通知書への案内文の同封
・ホームページ上での周知
を必須とすることとする。

〇 なお、勧奨等を行った上で、口座振替による納付が困難な者や、口座振替を拒む者に対しては、登録の強制を行わない。
また、短期間で資格を喪失することが明らかである場合等、登録の勧奨を行うことで事務負担の増加につながることが

明白な場合等は、保険者の判断で勧奨を行わないことも可とすることとする。

３ 今後の対応予定

・ 全市町村における口座振替原則化に係る運用上の取扱いに係る通知案（資料７－６）を全市町村に送付し、

意見を照会する。

・ 市町村の意見を基に財政運営ＷＧにて、議題とし、当該通知についての意見照会を行う。

・ 財政運営ＷＧでの意見も踏まえ、推進会議の議題とし、反対意見がなければ、市町村に通知を発出する。

４ 参考

口座振替原則化については、埼玉県国民健康保険保険給付費等交付金（特別交付金のうち県繰入金）に

おいて、評価基準としており、実施することにより、市町村は３．２億円をポイントに応じて按分した額を交付

額として交付を受けることとしている。

また、口座振替に係る直接的な費用についても、同交付金において、対象経費としている。


